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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
二
四
）

一　

は
じ
め
に

上
場
会
社
の
よ
う
に
株
主
数
が
増
加
す
る
と
所
有
と
経
営
の
分
離
が
生
じ
、
株
主
が
会
社
事
業
の
運
営
や
統
制
の
す
べ
て
を
行
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
会
社
の
日
常
的
な
経
営
は
取
締
役
が
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
取
締
役
の
業
務
執
行
を
監
督
す
る
仕
組
み
が
必
要
と
な

る
。
そ
れ
に
は
会
社
内
外
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
構
築
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
に
は
複
数
の
取
締
役
か
ら
な
る
取
締
役
会
内
部
の
監
督

機
構
の
構
築
が
、
後
者
に
は
株
主
に
対
す
る
情
報
開
示
（D

isclosure

）
の
充
実

（
1
）

が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
前
者
に
つ
い
て
も
、
会
社
の

外
部
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
を
い
か
に
構
築
す
る
か
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
上
場
会
社
を
対
象
に
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on-E
xecutive D

irector

）
の

独
立
性
や
役
割
等
に
つ
い
て
定
め
た
「
Ｕ
Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規コ

ー
ド程

」（T
he U

K
 C

orporate G
overnance C

ode

）（
以
下
、

「
Ｃ
Ｇ
Ｃ
」
と
い
う

（
2
）

）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
そ
れ
に
定
め
る
条
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
遵
守
し
て
い
な

い
場
合
に
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
（‘com

ply or explain ’

「
遵
守
せ
よ
さ
も
な
け
れ
ば
説
明

せ
よ
」）
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
に
定
め
る
最
低
限
の
事
項
を
守
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
遵
守
で
き
な
い
事

項
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
会
社
が
株
主
に
対
し
て
説
明
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
で
会
社
の
体
制
を
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
高
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
（C

G
C
 ‘C

om
ply or E

xplain ’ 6

）、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て

い
る
（C

G
C
 ‘C

om
ply or E

xplain ’ 1

）。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
や
役
割
等
に
つ
い
て
定
め
る
原
則
（
主
要
原
則
（M

ain P
rinciples

）
と
補
助
原
則
（S

upporting 

P
rinciples

）
が
あ
る
）
と
規
範
条
項
（C

ode P
rovisions

）
を
内
容
と
し
て
い
る
。
上
場
規
則
は
、
上
場
会
社
に
対
し
て
、
主
要
原
則
を
適

四
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イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
二
五
）

用
す
る
こ
と
お
よ
び
会
社
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
株
主
に
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
（C

G
C
 ‘C

om
ply or 

E
xplain ’ 2

）。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り

（
3
）

、
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
五
で
後
述
す
る
）

こ
と
か
ら
も
規
制
の
仕
組
み
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
中
の
中
心
的
な
規
律
の
一
つ
が
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を

果
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
独
立
性
の
要
件
や
監
査
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る

（
4
）

。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
法
や
上
場

会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
規
律
を
概
説
し
、
規
制
が
ど
の
よ
う
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
非

業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
制
や
監
督
体
制
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

二
〇
〇
六
年
会
社
法
と
模
範
定
款
に
よ
る
取
締
役
の
監
督
体
制
に
関
す
る
規
律

は
じ
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
〇
六
年
会
社
法

（
5
）

（T
he C

om
panies A

ct 2006

）
に
お
け
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
規
制
を
外
観
す
る
。

業
務
執
行
取
締
役
や
非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
法
律
で
選
任
の
要
件
や
監
督
体
制
等
を
厳
格
に
規
制
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
規

制
を
設
け
る
必
要
性
は
乏
し
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

1　

二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
規
律

ま
ず
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
設
置
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
述
べ
る
。

取
締
役
の
設
置
義
務
は
会
社
形
態
に
よ
っ
て
異
な
る
。
私
会
社
（private com

pany

）
は
一
人
以
上
の
取
締
役
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

四
九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
二
六
）

ら
な
い
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
五
四
条
一
項
）
の
に
対
し
、
公
開
会
社
（public com
pany

）
は
二
人
以
上
の
取
締
役
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
条
二
項
）
と
定
め
る
。
そ
の
取
締
役
の
資
格
で
あ
る
が
、
会
社
は
、
一
人
以
上
の
自
然
人
で
あ
る
取
締
役
を
設
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
（
同
法
一
五
五
条
一
項
）、
ま
た
、
取
締
役
の
年
齢
の
下
限
を
一
六
歳
と
定
め
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
に
反
し
て
選
任
さ
れ
て
も

無
効
で
あ
る
と
す
る
（
同
法
一
五
七
条
一
項
・
四
項

（
6
）

）。

取
締
役
の
任
用
期
間
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
最
長
二
年
と
定
め
る

（
7
）

。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
八
八
条
は
、
そ

の
者
が
取
締
役
で
あ
る
会
社
と
の
（
ま
た
は
当
該
会
社
ま
た
は
そ
の
従
属
会
社
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
内
の
支
配
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
場
合
の
）
取

締
役
の
雇
用
に
関
す
る
保
証
期
間
が
二
年
を
超
え
ま
た
は
超
え
う
る
条
項
に
つ
い
て
、
会
社
は
、
そ
れ
が
（
ａ
）
会
社
の
社
員
の
決
議
に

よ
っ
て
、
お
よ
び
、（
ｂ
）
持
株
会
社
の
取
締
役
の
場
合
に
は
当
該
会
社
の
社
員
の
決
議
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
同
意
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
し
（
同
条
一
項
、
二
項
）、
こ
れ
に
違
反
す
る
条
項
は
、
そ
の
違
反
す
る
範
囲
で
無
効
と
さ
れ
、
長
期
任
用
契

約
は
、
合
理
的
な
解
任
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
時
で
も
終
了
さ
せ
る
権
限
を
会
社
に
与
え
る
文
言
を
含
む
も
の
と
み
な
さ
れ
る

（
同
法
一
八
九
条
）。

こ
の
よ
う
な
取
締
役
の
選
任
や
任
期
の
規
制
の
ほ
か
、
取
締
役
の
解
任
や
義
務
等
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
定
め
る

（
8
）

が
、
厳

格
な
取
締
役
の
資
格
要
件
や
、
取
締
役
会
に
よ
る
監
督
制
度
等
の
実
体
的
な
規
律
に
つ
い
て
は
多
く
の
法
規
制
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
の

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
会
社
の
定
款
自
治
に
委
ね
、
会
社
形
態
に
応
じ
て
定
款
で
柔
軟
な
規
律
を
設
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四
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イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
二
七
）

2　

模
範
定
款
に
定
め
る
取
締
役
の
監
督
体
制
と
そ
の
問
題
点

会
社
形
態
に
応
じ
た
規
律
を
設
け
る
た
め
に
、
取
締
役
会
の
運
営
や
権
限
等
に
つ
い
て
は
、
模
範
定
款
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

（
9
）

。
す
な
わ

ち
、
模
範
定
款
に
従
っ
て
、
取
締
役
（the directors

）
は
、
彼
ら
が
当
該
会
社
の
権
限
す
べ
て
を
行
使
す
る
目
的
で
あ
る
、
会
社
事
業
の

経
営
に
責
任
を
負
う
（
模
範
定
款
公
開
会
社
用
三
条
）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
定
は
、
取
締
役
会
（board of directors

）
に
広
範
な
権
限
が

委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
10
）

。
取
締
役
は
、
当
該
定
款
の
も
と
で
彼
ら
に
授
与
さ
れ
た
い
か
な
る
権
限
も
、
特
定
の
取
締
役
や
委

員
会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
五
条
）
た
め
、
法
律
上
株
主
総
会
の
専
決
事
項
と
な
っ
て
い
る
事
項
等
一
定
の
事
項
を
除
い
て
、

取
締
役
会
が
、
取
締
役
会
の
権
限
で
あ
る
か
、
業
務
執
行
取
締
役
（executive director

）
の
権
限
で
あ
る
か
を
定
め
る
権
限
を
も
つ
こ
と

に
な
る
。

ま
た
、
模
範
定
款
は
、
株
主
が
、
特
別
決
議
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
二
八
三
条
）
に
よ
り
、
取
締
役
に
、
特
定
の
行
為
を
行
い
ま
た
は
そ

れ
を
行
わ
な
い
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
お
り
（
模
範
定
款
公
開
会
社
用
四
条
一
項
）、
株
主
が
事
前
に
模
範
定
款
に
必
要
事

項
を
定
め
た
り
、
そ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
模
範
定
款
は
、
主
と
し
て
株
主
と
取
締
役
会
の
権
限
の
分
配

を
直
接
的
に
規
律
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
11
）

。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
授
権
関
係
か
ら
株
主
に
よ
る
経
営
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
あ
ま
り
強
く
機
能
し
な
い
上
に
、
上
場
会
社
の
よ
う
に

株
主
数
が
増
え
れ
ば
、
株
主
に
よ
る
経
営
者
に
対
す
る
統
制
は
働
か
な
く
な
る

（
12
）

。
そ
の
た
め
、
取
締
役
会
が
業
務
執
行
取
締
役
に
対
す
る

監
督
機
能
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
業
務
執
行
取
締
役
も
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
系

の
二
元
制
（
二
層
式
：tw

o-tier system

）
機
関
構
造
と
は
異
な
り
自
己
監
督
の
構
造
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
上
場
会
社
の
よ

う
に
会
社
の
規
模
が
大
き
く
、
利
害
関
係
者
の
多
い
会
社
に
つ
い
て
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
を
通
じ
た
監
視
機
能
が
重
要
と
な
る

（
13
）

。
こ

四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
二
八
）

れ
を
扱
う
の
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
一
連
の
議
論
で
あ
る
か
ら
、
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三　

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
規
制

1　

上
場
基
準
に
基
づ
く
規
制
の
概
要

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
頻
発
し
た
会
社
不
祥
事
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
一
九
九
二
年
一
二
月
に
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
企
業
財
務
的
側
面
に
関
す
る
委
員
会
報
告
書
」（R
eport of the C

om
m
ittee on the F

inancial A
spects of C

orporate G
overnance

：
キ
ャ

ド
バ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
（C

adbury C
om

m
ittee R

eport

））、
一
九
九
五
年
七
月
に
「
取
締
役
の
報
酬
」（D

irectors ’ R
em

uneration -R
eport 

of a S
tudy G

roup chaired by S
ir R

ichard G
reenbury

：
グ
リ
ー
ン
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
（G

reenbury C
om

m
ittee R

eport

））、
一
九
九
八

年
一
月
に
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会
│
最
終
報
告
書
│
」（C

om
m
ittee on C

orporate G
overnance -F

inal R
eport-

：
ハ
ン

ペ
ル
委
員
会
報
告
書
（H

am
pel C

om
m
ittee R

eport
））
が
公
表
さ
れ
て
い
る

（
14
）

。
こ
れ
ら
の
報
告
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
模
範
実
務
規
程
（C

ode of 

B
est P

ractice

）
を
作
成
し
て
お
り
、
一
九
九
八
年
六
月
に
は
、
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
統
合
規
程
（C

om
bined C

ode

）
が
発
表
さ
れ
て

い
る

（
15
）

。
こ
の
統
合
規
程
は
、
上
場
継
続
義
務
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
九
八
年
一
二
月
三
一
日
以
降
に
到
来
す
る
会
計
期
間
に
お
い
て
、
会

社
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
る
年
次
報
告
書
（annual report

）
お
よ
び
年
次
計
算
書
類
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
（
上
場
規
則
（L

isting 

R
ules

） 9.8.6R

条
⑹
項
）。
上
場
規
則
違
反
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
市
場
法
（F

inancial S
ervices and M

arket A
ct 

2000

）
に
よ
る
制
裁
が
あ
る
（
同
法
九
一
条
）。

そ
の
後
、
統
合
規
程
に
つ
い
て
は
改
訂
作
業
が
進
み
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
名
称
を
「
Ｕ
Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規コ

ー
ド程

」

四
九
八



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
二
九
）

（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
と
し
、
現
在
は
二
〇
一
四
年
改
正
版
が
出
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。

2　
「
遵
守
せ
よ
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
」
ア
プ
ロ
ー
チ

Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
や
役
割
等
に
つ
い
て
定
め
る
原
則
（
主
要
原
則
（M

ain P
rinciples

）
お
よ
び
補
助
原
則

（S
upporting P

rinciples
）
が
あ
る
）
並
び
に
規
範
条
項
（C

ode P
rovisions

）
を
内
容
と
し
て
い
る
。
上
場
規
則
は
、
上
場
会
社
に
対
し
て
、

主
要
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
お
よ
び
会
社
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
株
主
に
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
（C

G
C
 

‘C
om

ply or E
xplain ’ 2

）。
こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
会
社
の
業
務
執
行
の
適
正
化
が
特
に
求
め
ら
れ
る
上
場
会
社
に
規
範
条
項
の
遵
守
状
況

を
説
明
さ
せ
、
そ
の
当
否
を
株
主
等
の
評
価
に
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
会
社
の
自
主
性
を
尊
重
し
て
各
会
社

の
実
情
に
合
っ
た
ル
ー
ル
を
定
め
ら
れ
る
か
ら
、
法
規
制
の
よ
う
な
会
社
の
実
情
を
問
わ
な
い
一
律
の
規
制
を
課
す
よ
り
も
望
ま
し
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る

（
17
）

。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
そ
の
規
律
の
内
容
を
五
つ
の
節
に
分
け
て
規
律
す
る
。（
Ａ
節
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、（
Ｂ
節
）
効
率
性
、（
Ｃ
節
）
説
明
責

任
、（
Ｄ
節
）
報
酬
、（
Ｅ
節
）
株
主
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
る

（
18
）

。

3　

上
場
会
社
の
取
締
役
会
と
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
監
督
体
制
に
関
す
る
規
程

（
1
）　

取
締
役
会
の
監
督
体
制

ま
ず
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
お
け
る
監
督
体
制
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二
2
で
述
べ
た
よ
う
に
、
取
締
役
会
が
会
社
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
を
行
う
中
心
的
機
関
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
会
社
は
、

四
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
三
〇
）

そ
の
会
社
の
長
期
的
成
功
の
た
め
に
共
同
し
て
責
任
を
負
う
、
実
効
的
な
取
締
役
会
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
一
主
要
原
則
）。
そ
こ
で
、
取
締
役
は
そ
の
義
務
を
効
果
的
に
果
た
す
た
め
に
十
分
な
頻
度
で
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
一
．
一
）、
年
次
報
告
書
（annual report

）
に
お
い
て
、
取
締
役
会
や
委
員
会
の
開
催
数
、
取
締
役
に
つ
い
て
は
個
々
人
の

出
席
率
を
記
載
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
一
．
二
）。
こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
規
制
の
対
象
で
あ
る
上
場
会
社
に
お
け
る
取

締
役
会
の
運
営
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
律
を
設
け
る
。

取
締
役
会
は
特
定
の
取
締
役
に
よ
っ
て
専
断
的
に
運
営
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
取
締
役
会
の
運
営
と
、
会
社
事
業
の
経
営
に

対
す
る
業
務
執
行
者
の
責
任
と
の
間
に
つ
い
て
、
会
社
の
首
脳
部
の
責
任
を
明
確
に
分
離
す
べ
き
も
の
と
し
、
い
か
な
る
個
人
も
無
制
限

の
決
定
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
二
主
要
原
則
）。
そ
の
た
め
に
、
会
長
（
取
締
役
会
議
長
）

（C
hairm

an

）
と
最
高
業
務
執
行
取
締
役
（C

hief E
xecutive D

irector

）
の
役
割
は
、
同
一
の
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
な
い
こ
と
を
求
め
る

が
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
二
．
一
）、
例
外
的
に
、
会
長
が
最
高
業
務
執
行
取
締
役
と
な
る
こ
と
を
取
締
役
会
が
決
め
た
場
合
に
は
、
取
締
役
会

は
事
前
に
主
要
株
主
に
意
見
を
聞
く
も
の
と
し
、
選
任
時
に
お
い
て
お
よ
び
次
年
度
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
株
主
に
そ
の
理
由
を
詳
述

す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
三
．
一
）。

こ
の
よ
う
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
取
締
役
会
を
通
じ
た
監
督
機
能
に
つ
い
て
、
①
業
務
執
行
者
の
専
断
を
避
け
る
た
め
に
、
権
限
を
分
離
す
る

と
と
も
に
、
②
取
締
役
会
の
定
期
的
な
会
議
や
株
主
へ
の
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
効
性
を
高
め
よ
う
と
し

て
い
る
。

五
〇
〇



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
三
一
）

（
2
）　

非
業
務
執
行
取
締
役
を
通
じ
た
監
督
体
制

（
一
）　

取
締
役
会
と
非
業
務
執
行
取
締
役

（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
最
高
業
務
執
行
者
の
権
限
を
分
配
さ
せ
、
取
締
役
会
の
運
営
を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

も
っ
と
も
、
同
じ
会
社
内
部
の
取
締
役
（
業
務
執
行
者
）
が
業
務
の
執
行
と
監
督
を
担
う
と
す
れ
ば
、
監
督
機
能
が
十
分
に
働
く
か
は
疑

問
が
残
る
。
そ
こ
で
、
取
締
役
会
が
監
督
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
を
求
め
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
監
督
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
次
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
元
制
取
締
役
会
（unitary board

）
の
構
成
員
と
し
て
の
役
割
の
一
部
と
し
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
戦
略
に
関

す
る
提
案
に
対
し
て
建
設
的
に
意
見
を
述
べ
、
そ
の
発
展
を
助
長
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
四
主
要
原
則
）。

そ
の
た
め
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
会
議
で
合
意
さ
れ
た
諸
目
標
お
よ
び
諸
目
的
に
つ
い
て
経
営
者
の
業
績
を
精
査
し
、
業
績
の

報
告
を
監
視
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
四
の
補
助
原
則
）。
具
体
的
に
は
、
①
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
財
務
情
報
の
正
確
性
、
並

び
に
、
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
財
務
統
制
お
よ
び
財
務
シ
ス
テ
ム
が
堅
牢
で
防
御
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
②

業
務
執
行
取
締
役
の
適
切
な
報
酬
水
準
を
定
め
る
こ
と
に
責
任
を
負
い
、
業
務
執
行
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
、
必
要
で
あ
れ
ば
解
任
す

る
こ
と
、
お
よ
び
後
継
者
に
つ
い
て
計
画
す
る
こ
と
に
主
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

（
19
）

。

取
締
役
会
や
取
締
役
会
内
部
の
委
員
会
は
、
そ
れ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
と
責
任
を
実
効
的
に
果
た
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、

会
社
に
関
す
る
技
能
、
経
験
、
独
立
性
お
よ
び
知
識
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
も
つ
べ
き
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
主
要
原
則
）。
そ

の
た
め
に
、
取
締
役
会
は
、
い
か
な
る
個
人
も
、
個
人
か
ら
な
る
小
グ
ル
ー
プ
も
取
締
役
会
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
（
特
に
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
）
の
適
切
な
組
み
合
わ
せ
を
は
か
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

五
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
三
二
）

Ｂ
．
一
補
助
原
則
）。

こ
れ
ら
の
規
制
か
ら
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
単
な
る
人
数
の
比
率
だ
け
で
は
な
く
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
と
の
適
切
な
バ
ラ

ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
取
締
役
会
は
、
取
締
役
会
自
体
の
業
績
、
そ
の
委
員
会
お
よ
び
個
々
の
取
締
役
の
業
績
に
関
す
る
正
式
か
つ
厳
格
な
年
次
評

価
を
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
六
主
要
原
則
）
た
め
、
上
級
独
立
取
締
役
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
る
、
非
業
務
執
行
取

締
役
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
意
見
を
考
慮
に
入
れ
て
、
会
長
の
業
績
の
評
価
に
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
六
．
三
）。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
①
非
業
務
執
行
取
締
役
に
、
取
締
役
会
に
お
い
て
財
務
や
報
酬
の
チ
ェ
ッ
ク
を
主
た
る
任
務
と
し
、
取
締
役

会
に
お
け
る
監
視
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
②
非
業
務
執
行
取
締
役
の
意
見
が
株
主
に
対
す
る
開
示
書
類

に
示
さ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
取
締
役
会
の
監
督
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

（
二
）　

監
査
委
員
会
に
よ
る
監
督
体
制

も
っ
と
も
、
取
締
役
会
を
通
じ
た
監
督
体
制
だ
け
で
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
業
務
を
行
う
業
務
執
行
取
締
役
よ
り
も
、
会
社
の
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
が
困
難
な
態
勢
で
あ
る
と
す
れ
ば
非
業
務
執
行
取
締
役
が
十
分
な
監
督
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
の
水
準
は
そ
の
役
割
の
た
め
に
要
し
た
時
間
と
責
任
に
応
じ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
報
酬

（R
em

uneration

）
に
は
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
や
業
績
連
動
型
要
素
を
含
め
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｄ
．
一
．
三
）
た
め
、
単
に

取
締
役
会
に
出
席
し
て
監
督
機
能
の
発
揮
を
期
待
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
乏
し
い
と
も
考
え
ら
れ
る

（
20
）

。

そ
こ
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
権
限
を
行
使
す
る
た
め
の
場
と
し
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
委
員
会
制
度
の
設
置
を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、

五
〇
二



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
三
三
）

Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
指
名
委
員
会

（
21
）

、
監
査
委
員
会
、
報
酬
委
員
会

（
22
）

の
設
置
を
定
め
る
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
非
業
務
執
行
取
締
役
が
そ
の
中
心

と
な
る
が
、
委
員
会
の
議
長
や
構
成
員
以
外
の
者
は
誰
で
も
、
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
、
ま
た
は
報
酬
委
員
会
の
会
合
に
出
席
す
る

権
限
を
有
す
る
が
、
そ
の
他
の
者
は
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
の
招
聘
で
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
の
補
助
原

則
）。取

締
役
会
は
、
有
効
な
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｃ
．
二
主
要
原
則
）。
そ
し
て
、
取

締
役
会
は
、
会
社
の
報
告
と
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
に
関
す
る
諸
原
則
に
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
か
を
検
討
す
る
た
め
、

お
よ
び
、
会
社
の
会
計
監
査
役
（A

uditor

）
と
の
適
切
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
正
式
か
つ
透
明
な
仕
組
み
を
置
く
も
の
と
す
る

（
Ｃ
．
三
主
要
原
則
）。

監
査
委
員
会
の
主
た
る
任
務
に
は
、
会
社
の
内
部
統
制
や
リ
ス
ク
管
理
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
、
会
社
の
内
部
監
査
機
能
の
実
効
性
を

監
視
し
、
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
、
外
部
会
計
監
査
役
（E

xternal A
uditor

）
の
選
任
、
再
任
、
解
任
に
関
し
て
取
締
役
会
に
勧
告
す
る
こ

と
、
外
部
会
計
監
査
役
の
独
立
性
と
客
観
性
、
並
び
に
、
監
査
手
続
の
効
率
性
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
監
視
す
る
こ
と
等
が
あ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｃ
．
三
．
二
）。

さ
ら
に
委
員
会
の
権
限
を
行
使
し
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
業
務
執
行
者
に
対
し
て
意
見
を
言
え
る
立
場
の
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ

よ
う
。
こ
の
た
め
に
、
取
締
役
会
は
、
三
名
以
上

（
23
）

の
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
（Independent N

on-E
xecutive D

irector

）
か
ら
な
る
監

査
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。
小
規
模
会
社
に
お
い
て
は
、
会
社
の
会
長
は
、
こ
の
者
が
会
長
（
取
締
役
会
議
長
）
と
し
て
選
任
さ
れ

る
に
際
し
て
独
立
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
に
加
え
て
、
委
員
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
は
で
き

る
が
、
議
長
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
取
締
役
会
は
、
監
査
委
員
会
の
構
成
員
の
一
人
以
上
が
関
連
す
る
財
務
経
験
を
最
近
に
お
い
て

五
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
三
四
）

有
す
る
こ
と
を
満
た
す
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｃ
．
三
．
一
）
こ
と
を
求
め
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
監
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
い
う
固
有
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
独
立
性

が
あ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
監
督
体
制
の
強
化
に
期
待
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

4　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
に
関
す
る
規
程

（
1
）　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
・
再
任

と
こ
ろ
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
、
同
じ
会
社
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
長
期
間
任
用
さ
れ
続
け
る
と
、
会
社
の
情
報
に
詳
し

く
な
る
と
い
う
点
で
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
反
面
、
会
社
ひ
い
て
は
取
締
役
相
互
間
で
馴
れ
合
い
が
生
じ
て
、
疑
問
が
あ
っ
て
も
発
言
し

に
く
く
す
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
や
再
任
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
次
の

規
制
を
設
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
再
任
お
よ
び
取
締
役
の
解
任
に
関
す
る
明
文
の
条
項
を
提
示
し
た
特
定
の
期
間
に
つ
い
て
選
任

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
六
年
を
越
え
る
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
特
に
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
も
の
と
し
、

取
締
役
会
を
順
次
に
更
新
す
る
た
め
に
必
要
な
説
明
を
す
べ
き
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
二
．
三
）。

さ
ら
に
、
再
任
の
規
制
に
服
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
継
続
し
て
満
足
の
ゆ
く
業
績
が
あ
る
と
い

う
条
件
で
、
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
再
選
手
続
に
服
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
七
主
要
原
則
）。
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
三
五
〇
社
の
す
べ
て

の
取
締
役
は
、
株
主
に
よ
る
年
次
選
任
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
す
べ
て
の
他
の
取
締
役
は
、
そ
の
選
任
後
最
初
の
年
次
株
主
総
会
に
お

い
て
株
主
に
よ
る
選
任
に
服
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
三
年
を
越
え
な
い
間
隔
で
再
選
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
九
年
以
上
長
期
で
任
用

五
〇
四



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
三
五
）

さ
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
年
一
度
の
再
選
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
選
任
ま
た
は
再
選
を
受
け
る
取
締
役
の
氏
名
は
、
株
主
が
そ

の
選
任
に
お
い
て
情
報
に
基
づ
く
決
定
が
で
き
る
よ
う
な
、
十
分
な
履
歴
の
詳
細
そ
の
他
の
関
連
情
報
を
伴
う
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
七
．
一
）。

選
任
の
手
続
で
あ
る
が
、
取
締
役
会
は
、
株
主
に
対
し
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
決
議
に
付
加
す
る
書
面
に
お
い
て
、
取
締
役

会
が
そ
の
者
が
選
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
由
を
、
詳
し
く
述
べ
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
七
．
二
）。
そ
し
て
、
非
業
務

執
行
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
任
期
と
条
件
は
、
閲
覧
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
非
業
務
執
行

取
締
役
は
、
彼
ら
に
期
待
さ
れ
た
も
の
に
答
え
る
だ
け
の
十
分
な
時
間
を
も
つ
こ
と
を
確
約
す
る
も
の
と
す
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の

他
の
重
要
な
任
務
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
時
間
に
つ
い
て
大
ま
か
に
記
し
た
も
の
と
と
も
に
取
締
役
会
に
選
任
の
前
に
開
示
さ
れ
る
も
の
と

し
、
取
締
役
会
は
、
そ
の
後
の
変
更
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
三
．
二
）。
た
だ
し
、
取
締
役
会

は
、
常
勤
の
業
務
執
行
取
締
役
が
、
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
一
〇
〇
社
に
お
け
る
一
つ
以
上
の
非
業
務
執
行
取
締
役
職
に
就
く
こ
と
に
も
、
そ
の
よ
う

な
会
社
の
会
長
職
に
つ
く
こ
と
に
も
、
同
意
し
な
い
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
三
．
三
）。

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
業
務
執
行
職
と
非
業
務
執
行
取
締
役
を
分
け
て
選
任
す
る
こ
と
を
求
め
る
ほ
か
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が

あ
ま
り
長
期
間
同
一
の
会
社
で
選
任
さ
れ
続
け
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
独
立
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
い
る

（
24
）

。

（
2
）　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
の
要
素

3
で
述
べ
た
監
督
体
制
を
整
え
た
上
で
、
取
締
役
会
で
非
業
務
執
行
取
締
役
が
機
能
で
き
る
場
を
整
え
る
た
め
に
は
、
業
務
執
行
者
に

対
し
て
意
見
を
述
べ
る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
取
締
役
会
は
、
会
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
と
し
て
任
命
し
、

五
〇
五
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必
要
な
時
に
は
他
の
取
締
役
と
の
媒
介
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
（Independent N

on-executive D
irector

）
の
一

人
を
、
上
級
独
立
取
締
役
と
し
て
、
指
名
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
四
．
一
）。
こ
の
上
級
独
立
取
締
役
は
、
株
主
に
と
っ
て
、

彼
ら
が
会
長
、
最
高
経
営
取
締
役
そ
の
他
の
業
務
執
行
取
締
役
の
通
常
の
ル
ー
ト
を
通
じ
た
コ
ン
タ
ク
ト
で
解
決
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な

コ
ン
タ
ク
ト
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
な
ら
ば
、
有
益
な
も
の
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
は
、
年
次
報
告
に
お
い
て
、
取
締
役
会
が
独
立
性
が
あ
る
と
思
料
す
る
、
非
業
務
執
行
取
締
役
そ
れ
ぞ
れ

の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
．
一
）。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
会
は
、
当
該
取
締
役
が
性
格
お
よ
び
判
断
に
お

い
て
独
立
し
て
い
る
か
否
か
、
お
よ
び
、
当
該
取
締
役
の
判
断
に
影
響
し
そ
う
で
あ
る
か
、
影
響
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
関
係
ま
た
は
状

況
が
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
ま
た
は
状
況
が
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
締
役
が
独
立

性
を
も
つ
と
定
め
る
な
ら
ば
、
取
締
役
会
は
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
独
立
取
締
役
の
要
素
と
し
て
Ｃ
Ｇ
Ｃ
が
掲
げ
て
い
る
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
①
過
去
五
年
の
間
、
当
該
会
社
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

の
従
業
員
で
あ
っ
た
場
合
、
②
過
去
五
年
の
間
、
会
社
と
直
接
ま
た
は
、
会
社
と
そ
の
よ
う
な
関
係
の
あ
る
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
株
主
、

取
締
役
、
ま
た
は
上
級
従
業
員
と
、
関
係
の
あ
る
重
要
な
事
業
に
就
き
ま
た
は
就
い
て
い
た
場
合
、
③
取
締
役
の
実
費
（fee

）
以
外
に
会

社
か
ら
付
加
的
な
報
酬
を
受
け
、
ま
た
は
受
け
て
い
る
、
会
社
の
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
（share option

）、
業
績
連
動
支
給
計
画
に
参
加
し
、

会
社
の
年
金
計
画
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
場
合
、
④
会
社
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
取
締
役
ま
た
は
上
級
従
業
員
と
近
親
関
係
を
も
つ
場
合
、
⑤

交
差
的
取
締
役
制
を
と
り
、
ま
た
は
、
他
の
会
社
ま
た
は
団
体
と
の
関
係
を
通
じ
て
他
の
取
締
役
と
重
要
な
関
係
を
も
つ
場
合
、
⑥
主
要

株
主
を
代
表
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
⑦
最
初
の
選
任
の
日
か
ら
九
年
以
上
取
締
役
会
に
任
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
独
立
取
締
役
の
要
素
を
示
し
て
い
る
が
、
ど
の
要
素
を
重
視
し
て
ど
の
程
度
遵
守
す
る
か
は
各
会
社
の
状
況

五
〇
六



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
三
七
）

に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
趣
旨
か
ら
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
規
制
に
よ
っ
て
画
一
的
に
独
立
性
が
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
者
か
を

定
め
る
の
で
は
な
く
、
独
立
制
に
か
か
わ
る
あ
る
程
度
の
指
標
を
示
し
、
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
取
締
役
会
が
株
主
に
説
明

す
る
と
い
う
規
律
を
設
け
て
当
該
会
社
の
重
視
す
る
独
立
性
を
も
つ
非
業
務
執
行
取
締
役
を
選
任
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

四　

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
設
置
の
現
状
と
改
定

1　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
現
状

（
1
）　

Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
規
制
に
よ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

三
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
規
制
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
場
会
社
で
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
規
制
を
遵
守
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
取

締
役
会
を
通
じ
た
監
督
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
権
限
を
分
離
し
、
非
業
務
執
行
取
締
役

に
監
督
権
限
を
委
ね
、
そ
の
旨
を
株
主
に
情
報
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
監
督
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
、
両
者
の
取
締

役
会
内
部
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
の
要
件
を
明
示
し
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
監
督
権
限
を
行

使
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
監
査
委
員
会
等
の
委
員
会
制
度
を
設
け
て
委
員
会
を
通
じ
た
監
査
体
制
を
作
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
は
、
①
取
締
役
会
の
会
議
に
お
い
て
経
営
業
績
を
精
査
し
、
業
績
の
報
告

を
監
視
し
、
財
務
情
報
の
正
確
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
②
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
・
解
任
を
す
る
こ
と
や
、
③
業
務
執
行
取
締
役
の
報

酬
を
適
正
な
レ
ベ
ル
の
も
の
に
定
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
25
）

。
そ
れ
ぞ
れ
①
が
監
査
委
員
会
、
②
が
指
名
委
員
会
、
③
が
報

五
〇
七
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本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
三
八
）

酬
委
員
会
を
通
じ
た
職
務
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
こ
の
よ
う
な
委
員
会
制
度
を
通
じ
て
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

Ｃ
Ｇ
Ｃ
規
制
の
実
際
の
遵
守
状
況
と
評
価

非
業
務
執
行
取
締
役
の
規
制
を
含
め
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
規
制
が
ど
の
程
度
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
か
、
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
ど
の
よ

う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
三
年
に
お
け
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
遵
守
状
況
に
関
す
る
報

告
書
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
国
際
的
会
計
事
務
所
で
あ
る
グ
ラ
ン
ト
・
ソ
ン
ト
ン
（G

rant T
hornton

）
は
、
二
〇
一
三
年
に
示
し
た
「
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
二
〇
一
三
│
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
ギ
ア
を
上
げ
る
』
│
」（C

orporate G
overnance R

eview
 2013 - ‘G

overnance 

steps up a gear ’

）（
以
下
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
と
い
う
）
を
報
告
し
た

（
26
）

。
こ
れ
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
か
ら
二
〇
一
三
年
四
月
ま
で
の
間
を
事

業
年
度
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
三
五
〇
の
う
ち
二
九
八
社
の
年
次
報
告
書
を
カ
バ
ー
し
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
要
件

（
27
）

に
関
す
る
遵
守
状
況
を

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
制
度
の
現
状
を
分

析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
一
）　

Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
遵
守
状
況
の
概
要

ま
ず
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
遵
守
状
況
の
概
要
を
取
り
上
げ
る

（
28
）

。
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
「
遵
守
し
て
い
る
」
が

五
〇
％
を
越
え
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
一
三
年
は
五
七
％
で
あ
る
。
そ
し
て
遵
守
し
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
会
社
は
説
明
し
な
け
れ
ば

五
〇
八



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
三
九
）

な
ら
な
い
が
、
遵
守
で
き
て
い
な
い
項
目
は
一
つ
か
二
つ
に
と
ど
ま
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
項
目

は
、
取
締
役
会
が
独
立
性
が
あ
る
と
思
料
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
．
一
）
や
独
立
取

締
役
の
人
数
を
半
数
以
上
（
小
規
模
会
社
で
は
二
名
以
上
）
と
す
る
こ
と
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
．
二
）
等
で
あ
る
。

遵
守
し
て
い
な
い
こ
と
の
説
明
に
つ
い
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
は
、
①
八
二
％
の
会
社
は
、
遵
守
し
て
い
な
い
の
は
時
限
的
な
も
の
で

あ
る
と
記
載
し
て
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
う
え
、
②
五
八
％
の
会
社
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
条
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
こ

と
に
つ
い
て
合
理
的
な
説
明
を
せ
ず
、
ま
た
は
大
雑
把
な
コ
メ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む
限

り
、
多
く
の
会
社
で
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
条
項
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
が
、
遵
守
し
て
い
な
い
会
社
で
は
、
当
該
会
社
の
現
状
か
ら
遵
守
す
る
た
め
に

体
制
を
変
更
す
る
必
要
性
が
無
い
と
い
う
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
二
）　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
条
項
に
関
す
る
遵
守
状
況

次
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
条
項
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

独
立
性
が
あ
る
と
思
料
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
人
数
（
半
数
以
上
）
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
．
一
）
の
で
、
取
締

役
会
の
構
成
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
三
五
〇
の
取
締
役
会
の
平
均
的
な
構
成
は
、
一
名
が
会

長
、
三
名
の
業
務
執
行
取
締
役
、
五
・
六
名
の
非
業
務
執
行
取
締
役
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

（
29
）

。
Ｃ
Ｇ
Ｃ
が
求
め
る
半
数
以
上
の
非
業
務

執
行
役
を
選
任
す
る
会
社
が
多
い
と
は
い
え
、
そ
れ
に
満
た
な
い
会
社
は
一
四
・
一
％
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
4
（
2
）
で
述
べ
た
よ
う
に
非
業
務
執
行
取
締
役
が
独
立
性
を
も
つ
か
否
か
の
要
素
を
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
、
従
業

員
か
ら
非
業
務
執
行
取
締
役
に
な
っ
た
ば
か
り
の
者
や
非
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
九
年
以
上
に
な
る
者
が
い
る
こ
と
等
の
要
件
で
独
立

五
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
四
〇
）

性
の
要
件
に
合
致
し
な
い
会
社
が
あ
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
会
社
側
で
そ
れ
を
選
任
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
説
明
が
株
主
に
と
っ
て
納
得
の
行
く
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
年
齢
に
つ
い
て
も
調
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
三
五
〇
の
平
均
は
五
九
・
七
歳
と

二
〇
一
二
年
よ
り
高
齢
化
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

（
30
）

。
ま
た
、
経
験
と
い
う
点
は
在
任
期
間
の
長
さ
と
も
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

平
均
で
は
四
・
八
年
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
業
務
執
行
取
締
役
（
七
・
〇
年
）
や
会
長
（
八
・
一
年
）
よ
り
も
短
期
間
で
あ
る
。
長
期
に
な
る

と
会
社
に
対
す
る
十
分
な
監
視
が
で
き
に
く
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
実
務
で
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
定
め
る
独
立
性
の
規
律
を
遵

守
し
て
、
人
選
を
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
三
）　

非
業
務
執
行
取
締
役
と
監
査
委
員
会
の
構
成

非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
監
督
機
能
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て

み
て
お
き
た
い
。

監
査
委
員
会
は
、
三
名
以
上
の
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｃ
．
三
．
一
）。
こ
れ
に
つ
い
て
ガ
バ

ナ
ン
ス
論
評
に
よ
れ
ば
、
遵
守
状
況
は
九
四
％
が
完
全
に
独
立
性
の
あ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
の

九
〇
％
よ
り
も
改
善
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

（
31
）

。

こ
の
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
会
報
告
書
（A

udit C
om

m
ittee R

eport

）
に
記
載
し

て
株
主
等
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
会
の
議
長
が
当
該
事
業
年
度
の
監
査
に
つ
い
て
個
人
的
な
見
解
を

ま
と
め
て
い
る
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
は
、
二
〇
一
二
年
と
比
べ
て
二
〇
一
三
年
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
厚
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
報
酬
委

五
一
〇



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
四
一
）

員
会
報
告
書
の
四
分
の
三
程
度
の
分
量
に
と
ど
ま
り
、
内
容
も
ま
だ
薄
い
も
の
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
が
遵
守
を
求
め
、
遵
守
が
さ
れ
な
い
と
き
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
に
つ
い
て
は

ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
監
査
委
員
会
の
職
務
に
は
、
リ
ス
ク
管
理
や
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
含
ま
れ

る
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
記
述
の
充
実
が
、
今
後
は
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

2　

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
株
主
の
関
与
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
規
制

（
1
）　

‘Com
ply or Explain ’

の
限
界

1
（
2
）
で
述
べ
た
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
遵
守
状
況
を
み
る
と
、
調
査
対
象
会
社
の
ほ
と
ん
ど
が
、
一
応
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
項
目
を
遵
守
し
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
。
遵
守
し
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
評
を
読
む
と
、
必
ず
し
も
株
主
に

対
し
て
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
な
ぜ
会
社
が
遵
守
し
な
い
か
を
説
明
す
る
こ

と
を
委
ね
ら
れ
た
会
社
の
声
明
が
し
ば
し
ば
非
常
に
短
く
、
十
分
な
情
報
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
②‘C

om
ply or E

xplain ’

の

原
則
に
関
心
を
持
つ
株
主
の
欠
如
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
32
）

。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
場
会
社
で
は
、
株
主
は
取
締
役
か
ら

の
説
明
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
取
締
役
を
監
視
す
べ
き
で
あ
り
、
取
締
役
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
遵
守
が
さ
れ
て
い
な
い
項
目
が
あ
れ
ば
十
分

な
説
明
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
取
締
役
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
が
少
な
く
、
ま
た
株
主
も
感
心
が
乏
し

い
た
め
無
機
能
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
株
主
も
取
締
役
の
監
視
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、‘Com

ply 

or E
xplain ’

の
仕
組
み
を
通
じ
た
株
主
に
よ
る
取
締
役
の
監
視
体
制
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
。

そ
う
な
る
と
上
場
会
社
に
規
程
の
遵
守
を
求
め
て
も
会
社
が
遵
守
し
な
い
場
合
に
、
会
社
に
説
明
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
で
は
取
締
役
会

五
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
四
二
）

に
対
す
る
会
社
の
監
督
体
制
は
十
分
機
能
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
対
応
策
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
2
）　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
機
関
投
資
家
（Institutional S
hareholders

）
に
対
し
て
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

」（T
he U

K
 

S
tew

ardship C
ode 2012 （

33
）

）
の
遵
守
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
統
合
規
程
（C

om
bined C

ode

）
の
改
訂
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
、

会
社
に
対
す
る
部
分
が
「
Ｕ
Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規コ

ー
ド程

」（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
と
な
り
、
二
〇
一
〇
年
七
月
に
機
関
投
資
家
に
関
す
る

規
定
が
独
立
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
二
〇
一
二
年
九
月
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。

「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

」
は
、
最
終
受
益
者
に
与
え
ら
れ
る
価
値
を
保
護
し
、
増
大
す
る
た
め
に
、
機
関
投
資
家
に
次
の
七
つ

の
原
則
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
す
か
に
関
す
る
自
ら
の
方
針
を
公
に
開
示
す
べ
き

で
あ
る
、
②
機
関
投
資
家
は
、
公
に
開
示
す
る
者
と
さ
れ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
に
関
す
る
利
益
相
反
の
管
理
に
関
す
る
確
固
た
る
方

針
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
、
③
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
を
監
視
す
べ
き
で
あ
る
、
④
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活

動
を
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
高
め
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
、
⑤
機
関
投
資
家
は
、
適
切
な
場
合
に
は

他
の
取
締
役
と
進
ん
で
協
働
す
べ
き
で
あ
る
、
⑥
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
行
使
お
よ
び
議
決
権
行
使
行
動
の
開
示
に
関
す
る
明
確
な
政

策
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
⑦
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
お
よ
び
議
決
権
行
使
行
動
に
関
す
る
定
期
的
な
報
告
を
す
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

五
一
二



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
四
三
）

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
と
は
、
預
託
を
受
け
た
資
産
を
長
期
的
に
積
極
的
か
つ
責
任
を
も
っ
て
管
理
運
用
す
る
こ
と
の
意
義
で
用
い
ら

れ
、
機
関
投
資
家
の
受
託
者
責
任
（fi duciary duty

）
に
親
和
的
な
概
念
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
34
）

。「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

」

で
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
原
則
を
一
つ
で
も
遵
守
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
署
名
者
は
、
読
者
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
意
味
の
あ
る
説
明
（m

eaningful explanations

）」
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程‘C

om
ply or E

xplain ’ 3

）
と
定
め
る
。
こ
れ
は
、（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
は
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

の
二
〇
一
二
年
の
改
正
で
し
っ
か
り
し
た
説
明
を
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る

（
35
）

。

こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
と
る
遵
守
せ
よ
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
と
い
う
仕
組
み
の
限
界
に
対
処
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て

大
株
主
で
あ
っ
て
専
門
的
知
識
の
あ
る
機
関
投
資
家
の
行
動
を
通
じ
て
遵
守
状
況
の
改
善
を
柔
軟
に
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
後

イ
ギ
リ
ス
の
上
場
会
社
は
、
遵
守
し
な
い
場
合
に
は
、
機
関
投
資
家
か
ら
、
中
身
の
あ
る
説
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、

そ
れ
が
機
関
投
資
家
の
投
資
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
よ
り
一
層
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
項
目
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

を
遵

守
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
や
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
向
上
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

ら
外
部
の
視
点
が
入
る
こ
と
で
さ
ら
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

五　

お
わ
り
に

1　

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
査
機
能
を
中
心
に
、
そ
れ
に
関
す
る
規
制
を
検
討
し
て

き
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
主
規
制
で
規
律
す
る
伝
統
が
強
く
、
法
規
制
よ
り
も
柔
軟
に
各
会
社
の
実
情
に
合
っ
た
監
査
体
制
が
と
れ
る
と

五
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
四
四
）

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
か
な
り
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
「
遵
守
」
す
る
か
、
遵
守
し
な

い
場
合
に
は
「
説
明
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
四
1
で
述
べ
た
よ
う
に
「
説
明
」
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
な
い
事
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

に
よ
り
、
さ
ら
に
強
く
規
制
の
遵
守
を
求
め
る
方
向

性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
会
社
事
業
の
運
営
や
統
制
に
つ
い
て
今
後
は
会
社
内
部
の
み
な
ら
ず
外
部
か
ら
の
監
視
の
目
が
よ
り

厳
し
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

2　

ま
た
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
簡
単
に
検
討
し
て
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。‘C

om
ply or E

xplain ’

は
、
一
で
述
べ
た
よ
う

に
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
日
本
法
に
も
影
響
す
る
た
め
で
あ
る
。

第
一
に
、
会
社
法
の
改
正
と
の
関
係
で
あ
る
。「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
、「
改
正
会
社
法
」
と
い
う
）
が
、
平
成
二
六

年
六
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ
た
（
法
律
第
九
〇
号
）。
社
外
取
締
役
に
よ
る
株
式
会
社
の
経
営
に
対
す
る
監
査
・
監
督
の
強
化
や
企
業
グ

ル
ー
プ
が
適
切
に
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
企
業
統
治
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
等
が
改
正
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
。

改
正
会
社
法
は
、
社
外
取
締
役
お
よ
び
社
外
監
査
役
の
要
件
を
改
正
し
、
そ
の
会
社
の
自
然
人
で
あ
る
親
会
社
等
や
親
会
社
等
の
取
締

役
等
で
な
い
こ
と
、
そ
の
会
社
の
兄
弟
会
社
の
業
務
執
行
取
締
役
等
で
な
い
こ
と
、
そ
の
会
社
の
取
締
役
等
や
自
然
人
で
あ
る
親
会
社
等

の
配
偶
者
ま
た
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
い
こ
と
、
等
を
定
め
て
要
件
を
厳
格
化
し
た
（
改
正
会
社
法
二
条
一
五
号
、
一
六
号
）。
そ
し
て
、

金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
義
務
の
あ
る
監
査
役
会
設
置
会
社
（
公
開
会
社
か
つ
大
会
社
に
限
る
）
が
、
事

業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
当
該
事
業
年
度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
「
相
当
で
な
い
理
由
」
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
改
正
会
社
法
三
二
七
条
の
二
）、
そ
の
理
由
は
事
業
報

五
一
四



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
四
五
）

告
の
内
容
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
」
第
一
部
第
一
2
（
前
注
））。
こ
の
説
明
義
務
は
、
取
締
役
が
、

株
主
か
ら
の
質
問
を
待
た
ず
に
、
積
極
的
に
口
頭
で
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
毎
年
の
定
時
株
主
総
会
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
同
条
の
趣
旨
は
、
社
外
取
締
役
の
選
任
に
向
け
た

動
き
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
36
）

。
こ
の
よ
う
な
規
律
は
、
株
主
総
会
の
議
案
と
関
係
の
な
い
事
項
の
説
明
を
義
務
づ
け

る
点
で
従
来
の
日
本
の
制
度
と
比
べ
て
異
例
で
あ
り

（
37
）

、‘C
om

ply or E
xplain ’

の
ル
ー
ル
を
日
本
法
に
導
入
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
38
）

。

こ
の
よ
う
に
日
本
法
に‘C

om
ply or E

xplain ’

の
原
則
が
限
定
的
で
は
あ
る
が
導
入
さ
れ
た
と
す
る
と
、
法
律
で
厳
密
な
要
件
を
設
定

す
る
よ
り
も
そ
の
会
社
に
合
っ
た
制
度
の
導
入
を
求
め
る
イ
ギ
リ
ス
の
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
て
ゆ
く
可
能
性
も
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
監
督
機
能
の
向
上
が
ど
う
進
展
す
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、「
日
本
版
」
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

の
導
入
に
つ
い
て
で
あ
る
。
社
外
取
締
役
の
遵
守
を
求
め
る
規
制
の
ほ
か
、「
日
本

版
」
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
規コ

ー
ド程

の
導
入
も
検
討
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。
こ
れ
が
導
入
さ
れ
る
と
投
資
先
企
業
に
対
し
て
リ
タ
ー
ン
を
求
め
る
投

資
家
株
主
と
企
業
と
の
間
の
対
話
を
通
じ
て
、
企
業
経
営
の
効
率
性
が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
機
関
投
資
家
は
国

境
を
超
え
た
投
資
行
動
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
際
的
基
準
に
適
合
す
る
監
督
制
度
の
構
築
が
、
日
本
法
に
も
求
め
ら
れ
て
く
る
こ

と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
規
制
が
、
日
本
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
ゆ
く

必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
規
制
が
日
本
の
他
の
監
査
制
度
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
で
あ
る
。
監
査
制
度
は
会
社
に
特
有
の
も

の
で
は
な
く
、
例
え
ば
公
的
団
体
に
つ
い
て
も
監
査
は
必
要
と
な
る
。
本
稿
で
は
監
査
に
関
す
る
議
論
の
進
ん
で
い
る
私
企
業
に
つ
い
て

比
較
法
的
に
検
討
を
行
っ
た
が
、
こ
の
検
討
を
参
考
に
今
後
は
公
的
団
体
の
監
査
等
の
他
の
制
度
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い

（
40
）

。

五
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
四
六
）

（
1
） 

開
示
義
務
は
、
会
社
事
業
を
公
開
で
透
明
な
方
向
へ
と
導
く
こ
と
を
確
保
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
、
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（B

renda H
annigan, C

om
pany L

aw
, 3rd ed. 

（2012

） p. 105

）。

（
2
） 
「
Ｕ
Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規コ

ー
ド程

」
は
、
現
在
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
改
定
版
（F

R
C
, T

he U
K
 C

orporate G
overnance C

ode, 

S
ep. 2014 

（https://w
w
w
.frc.org.uk/O

ur-W
ork/P

ublications/C
orporate-G

overnance/U
K
-C

orporate-G
overnance-C

ode-2014.

pdf

））
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（
3
） 

例
え
ば
、
ペ
ー
タ
ー
・
オ
ー
・
ミ
ュ
ル
ベ
ル
ト
（
神
作
裕
之
訳
）「
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
『
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
』
の

準
則
と
Ｅ
Ｕ
の
背
景
│
株
式
法
一
六
一
条
と
ド
イ
ツ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
│
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）

一
頁
。

（
4
） 

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
規
制
の
変
遷
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
動
向
に
関
す
る
近
時
の
研
究
と
し
て
、
一
ノ
澤

直
人
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
検
討
（
一
）（
二
・
完
）」
山
口
経
済
学
雑
誌
四
六
巻
五
号
（
一
九
九
八
年
）
九
一
頁
、
四
九
巻

三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
九
三
頁
、
同
「
英
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
規
整
の
展
開
│
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
に
よ
る
影
響
の
検
討
を
中
心
と
し
て
│
」
山

口
経
済
学
雑
誌
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
七
頁
、
同
「
英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
『
独
立
性
』
の
再
考
│
金
融
危
機
以
後
の

議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
│
」
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
四
五
巻
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
七
頁
、
谷
口
友
一
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
規
制
に
お
け
る
補
完
性
と
柔
軟
性
│
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
遵
守
又
は
説
明
』
規
定
の
生
成
と
展
開
│
」
法
と
政
治
六
〇
巻
三
号

（
二
〇
〇
九
年
）
五
一
頁
、
林
孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
│
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を

中
心
に
│
」
社
学
研
論
集
一
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
四
七
頁
、
北
村
雅
史
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
会
社
法
改
正
の
動
向
│
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
観
点
か
ら
│
」
藤
田
勝
利
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
会
社
法
改
正
』（
二
〇
一
四
年
）
三
頁
。

（
5
） 

二
〇
〇
六
年
会
社
法
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
（
代
表
者　
川
島
い
づ
み
）「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
）

〜（
一
五
・
完
）」
比
較
法
学
四
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
六
一
頁
〜
四
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
七
七
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
6
） 

た
だ
し
、
国
務
大
臣
は
、
一
六
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
を
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
五
八
条
）
と
い
う
例
外
が
あ
る
。

五
一
六



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
四
七
）

な
お
、
一
九
八
五
年
会
社
法
（C

om
panies A

ct 1985

）
で
は
、
公
開
会
社
を
対
象
と
し
て
、
選
任
時
に
七
〇
歳
に
達
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
取

締
役
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
年
齢
制
限
が
あ
っ
た
が
（
同
法
二
九
三
条
二
項
。C

om
pany L

aw
 R

eview
, D

eveloping the 

F
ram

ew
ork 

（2000

） para 3.108; C
om

pleting the S
tructure 

（2000

） para 4.43.

）、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
、
年
齢
の
上
限
規
制
を
廃
止
し
た
。

（
7
） 
会
社
は
、
会
社
と
取
締
役
と
の
間
で
い
か
な
る
合
意
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
株
主
総
会
の
普
通
決
議
に
よ
り
任
期
の
満
了
前
に
取
締
役
を
解

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
解
任
さ
れ
た
取
締
役
に
は
地
位
喪
失
に
対
す
る
支
払
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
〇
六
年
会

社
法
一
六
八
条
一
項
、
五
項
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
の
在
任
期
間
が
長
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
地
位
喪
失
に
対
す
る
支
払
い
額
が
大
き
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
支
払
い
と
業
績
連
動
と
が
連
動
し
て
い
る
か
否
か
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
取
締
役
の
任
用
期
間
は
一
九
八
五
年
会
社
法
で
は
最
長
五
年
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
二
年
に
短
縮
し
た
（
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬
規
制
」
石
山
卓
磨
先
生
＝
上
村
達
男
先
生
還
暦
記
念
『
比
較
企
業
法
の
現

在
│
そ
の
理
論
と
課
題
│
』（
二
〇
一
一
年
）
四
三
〜
四
四
頁
）。
会
社
法
改
正
の
審
議
の
過
程
で
は
五
年
か
ら
三
年
に
短
縮
す
る
と
い
う
意
見
で

あ
っ
た
が
、
国
会
に
お
い
て
二
年
へ
と
さ
ら
に
短
縮
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（B

renda H
annigan, ‘D

irectors and C
onfl icts of Interest’ in 

H
annigan and P

rentice, T
he C

om
panies A

ct 2006 -a C
om

m
entary-, 2nd ed. 

（2009

） pp. 59-61

）。

そ
の
開
示
に
つ
い
て
、
同
法
は
、
す
べ
て
の
会
社
は
、
任
用
契
約
の
写
し
（copy

）
を
、
会
社
の
登
録
事
務
所
等
に
保
持
し
、
会
社
の
社
員
の
閲

覧
に
供
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
て
い
る
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
二
二
八
条
、
二
二
九
条
）。
こ
れ
に
違
反
す
る
と
き
に
は
、
懈
怠
し

た
当
該
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
は
、
罰
金
を
課
さ
れ
る
（
同
法
二
二
九
条
三
項
）。

（
8
） 

例
え
ば
、
川
島
い
づ
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
、
大
塚
章
男

「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
│
会
社
の
成
功
促
進
義
務
を
中
心
と
し
て
│
」
国
際
商
事
法
務
四
二
巻
三
号

（
二
〇
一
四
年
）
三
五
九
頁
参
照
。

（
9
） 

会
社
は
当
該
会
社
に
つ
い
て
定
め
る
（
通
常
）
定
款
（articles of association

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
八

条
一
項
）。
こ
れ
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
で
は
模
範
定
款
（m

odel articles
）
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
会
社
は
模
範
定
款
の
諸
規
定
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
九
条
三
項
）。
会
社
の
設
立
時
に
、
定
款
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ま
た
は
定
款
が
〔
会
社
の
種

五
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
四
八
）

類
と
〕
密
接
関
連
性
を
も
つ
模
範
定
款
を
排
除
し
も
し
く
は
変
更
し
な
い
限
り
、
密
接
関
連
性
を
も
つ
模
範
定
款
が
（
そ
れ
が
適
用
し
う
る
限
り
に

お
い
て
）、
模
範
定
款
形
態
の
定
款
が
適
切
に
登
録
さ
れ
た
の
と
同
じ
仕
方
お
よ
び
同
じ
範
囲
で
、
会
社
の
定
款
を
構
成
す
る
（
同
法
二
〇
条
一
項
）。

つ
ま
り
、
会
社
独
自
の
定
款
を
定
め
て
い
な
い
場
合
や
模
範
定
款
を
排
除
ま
た
は
変
更
し
な
い
場
合
に
は
、
模
範
定
款
が
当
該
会
社
の
定
款
と
な
る
。

二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
、
小
さ
い
も
の
を
第
一
に
考
え
る
（T

hink S
m
all F

irst

）
の
理
念
の
も
と
に
（M

odernising C
om

pany L
aw

, July 

2002 

（C
m
 5553-Ｉ

） p. 8

）、
異
な
る
模
範
定
款
が
異
な
る
種
類
の
会
社
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
（
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
九
条
二

項
）、
①
私
会
社
（（
1
）
株
式
有
限
責
任
私
会
社
（private com

panies lim
ited by shares

）
用
と
（
2
）
保
証
有
限
責
任
私
会
社
（private 

com
panies lim

ited by guarantee

）
用
が
あ
る
）
お
よ
び
②
公
開
会
社
（public com

panies

）
用
の
模
範
定
款
を
用
意
す
る
（T

he C
om

panies 

（M
odel A

rticles

） R
egulations 2008 

（S
I 2008/3229

））。
私
会
社
用
の
模
範
定
款
は
公
開
会
社
用
と
比
べ
て
簡
易
で
あ
る
。
こ
の
模
範
定
款

は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
以
降
に
設
立
さ
れ
る
会
社
に
適
用
さ
れ
（T

he C
om

panies A
ct 2006 

（C
om

m
encem

ent N
o. 8, T

ransitional 

P
rovisions and S

avings

） O
rder 2008 

（S
I 2008/2860 

（C
.126

））
三
条
（
ｃ
）
号
）、
そ
れ
以
前
に
設
立
さ
れ
た
会
社
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ

な
い
（
同
法
第
二
附
則
（S

chedule 2
）
一
条
）。
そ
れ
以
前
の
模
範
定
款
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬

規
制
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
年
報
二
九
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
六
〜
一
八
八
頁
参
照
。

（
10
） P

aul D
avies, ‘C

orporate B
oards in the U

nited K
ingdom

’ in P
aul D

avies, K
laus J. H

opt, R
ichard N

ow
ak &

 G
erard V

an 

S
olinge 

（eds.

）, C
orporate B

oards in L
aw

 and P
ractice: A

 C
om

parative A
nalysis in E

urope 

（2013

） p. 724.

（
11
） Ibid., p. 725; P
aul L

. D
avies &

 S
arah W

orthington 

（eds.

）, G
ow

er and D
avies’ P

rinciples of M
odern C

om
pany L

aw
, 9th ed. 

（2012

） p. 384.

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
会
社
を
、
厳
密
に
は
純
然
た
る
法
人
で
は
な
く
、
株
主
間
の
契
約
的
結
合
に
法
人
的
属
性
が
付
与
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
契
約
上
の
所
産
と
捉
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
り
当
事
者
間
の
大
幅
な
自
由
を
許
容
し
、
機
関
構
成
は
広
く
弾
力
的
に
認

め
ら
れ
る
が
、
株
主
か
ら
定
款
に
委
任
さ
れ
た
取
締
役
の
権
限
は
取
締
役
の
全
体
ひ
い
て
は
取
締
役
会
の
会
議
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
分
析
さ
れ
て

い
る
（
酒
巻
俊
雄
「
株
式
会
社
の
本
質
観
と
会
社
法
理
│
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
│
」
星
川
長
七
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
英
米
会
社
法
の
論

理
と
課
題
』（
一
九
七
二
年
）
一
頁
以
下
）。

（
12
） H

annigan, supra note 

（1

） p. 105.

五
一
八



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
四
九
）

（
13
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
二
元
制
と
イ
ギ
リ
ス
の
一
元
制
と
の
対
比
の
概
要
に
つ
い
て
は
、S

tephen W
. M

ayson, D
erek F

rench &
 C

hristopher 

L
. R

yan, M
ayson, F

rench &
 R

yan on C
om

pany L
aw

: 2013-2014 ed., 30th ed. 

（2013

） p. 431.
（
14
） 
三
つ
の
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
註（
9
）一
九
〇
〜
二
〇
三
頁
お
よ
び
二
二
六
〜
二
三
二
頁
参
照
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
の
翻

訳
は
、
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
英
国
の
企
業
改
革
│
』（
二
〇
〇
一
年
）

二
五
七
〜
四
一
三
頁
。

（
15
） 

二
〇
〇
三
年
に
は
そ
の
内
容
を
拡
充
し
た
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
も
と
づ
く
統
合
規
程
」（F

R
C
, T

he C
om

bined C
ode on 

C
orporate G

overnance, July 2003

）
が
制
定
さ
れ
て
お
り
（
そ
の
翻
訳
は
、
中
村
信
男
＝
上
田
亮
子
訳
「
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
関
す
る
改
正
統
合
規
範
（
二
〇
〇
三
年
七
月
）」
比
較
法
学
三
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
九
頁
以
下
）、
そ
の
後
二
〇
〇
六
年
六
月
、

二
〇
〇
八
年
六
月
に
改
正
さ
れ
た
。

（
16
） 

統
合
規
程
か
ら
さ
ら
に
改
正
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
名
称
を
「
Ｕ
Ｋ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
程
」（F

R
C
, T

he U
K
 

C
orporate G

overnance C
ode

）
と
改
正
し
、
二
〇
一
二
年
九
月
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
も
改
正
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（https://w

w
w
.frc.

org.uk/O
ur-W

ork/P
ublications/C

orporate-G
overnance/U

K
-C

orporate-G
overnance-C

ode-2014.pdf

）。

（
17
） 

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
法
規
制
で
は
な
く
、
自
主
規
制
に
よ
る
遵
守
を
求
め
る
こ
と
の
利
点
に
つ
い
て
は
、
関
孝
哉
「
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
（
上
）
│
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
キ
ャ
ド
バ
リ
ー
卿
に
聞
く
│
」
取
締
役
の
法
務
七
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
〇
頁
、
同
「
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に
対
す
る
英
国
企
業
の
対
応
と
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
」
商
事
法
務
一
五
七
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
頁
。
も
っ
と

も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
主
規
制
に
つ
い
て
は
、
限
界
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
の
上
場
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬
規
制

と
実
務
の
対
応
」
中
村
一
彦
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業
法
の
理
論
と
課
題
』（
二
〇
〇
二
年
）
四
八
九
〜
五
〇
四
頁
参
照
）。

（
18
） 

こ
の
点
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
安
央
「
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
頁
、
野
田
博
「
社

外
取
締
役
に
つ
い
て
の
規
律
と
『
遵
守
す
る
か
、
ま
た
は
説
明
せ
よ
』
原
則
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
規
制
の
一
断
面
│
」
青
竹

正
一
先
生
古
稀
記
念
（
出
口
正
義
ほ
か
編
）『
企
業
法
の
現
在
』（
二
〇
一
四
年
）
三
三
四
頁
等
を
参
照
。

（
19
） 

取
締
役
会
の
監
督
体
制
に
関
す
る
原
則
を
満
た
す
た
め
の
細
則
と
し
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
次
の
こ
と
を
定
め
る
。
ま
ず
、
会
長
と
の
対
話
で
あ
る
。

五
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
五
〇
）

す
な
わ
ち
、
会
長
は
、
業
務
執
行
者
を
出
席
さ
せ
ず
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
と
会
合
を
も
つ
も
の
と
し
、
上
級
独
立
取
締
役
に
主
導
さ
れ
て
、
非

業
務
執
行
取
締
役
は
、
年
一
回
以
上
、
ま
た
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
も
、
会
長
の
業
績
を
評
価
す
る
た
め
に
、

会
長
を
出
席
さ
せ
ず
に
会
議
を
開
く
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
四
．
二
）。
ま
た
逆
に
、
取
締
役
が
、
会
社
の
経
営
や
提
案
さ
れ
た
行
為
に
つ

い
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
る
場
合
に
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
そ
の
懸
念
が
取
締
役
会
議
事
録
に
記
録
さ
れ
る
よ
う

に
確
保
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
辞
任
に
つ
い
て
は
、
も
し
非
業
務
執
行
取
締
役
が
そ
の
よ
う
な
懸
念
を
も
つ
な
ら
ば
、
取
締
役
会
に
流
布
さ

せ
る
た
め
に
、
取
締
役
会
会
長
に
書
面
に
よ
る
陳
述
書
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ａ
．
四
．
三
）。
こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
対
話

の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
業
務
執
行
者
は
取
締
役
会
議
長
に
適
切
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
20
） H

annigan, supra note 
（1

） p. 122.

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
報
酬
規
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
靖
史
『
経
営
者
の
報
酬
の
法
的
規
律
』

（
二
〇
一
三
年
）
一
四
二
頁
、
拙
稿
・
前
掲
註（
7
）三
七
頁
参
照
。

（
21
） 

非
業
務
執
行
取
締
役
に
独
立
制
が
あ
る
か
否
か
は
選
任
時
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
取
締
役
候
補
者
の
選
定
が
重
要
で
あ
っ
て
、

こ
の
職
務
を
担
う
の
が
、
指
名
委
員
会
で
あ
る
。
Ｃ
Ｇ
Ｃ
は
、
新
し
い
取
締
役
を
取
締
役
会
に
選
任
す
る
た
め
に
、
正
式
な
、
厳
格
な
、
透
明
な
手

続
を
置
く
こ
と
を
求
め
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
二
主
要
原
則
）。
そ
の
た
め
に
、
取
締
役
会
選
任
手
続
を
主
導
し
、
取
締
役
会
に
勧
告
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
る
指
名
委
員
会
が
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
指
名
委
員
会
の
構
成
員
の
過
半
数
は
、
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
二
．
一
）。
指
名
委
員
会
は
、
取
締
役
会
に
お
い
て
技
能
、
経
験
、
独
立
お
よ
び
知
識
の
バ
ラ
ン
ス
を
評
価
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
評
価
の
観

点
で
、
特
定
の
地
位
に
要
求
さ
れ
る
役
割
と
能
力
に
関
す
る
説
明
書
を
用
意
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
二
．
二
）。

（
22
） 

報
酬
に
関
し
て
会
社
と
取
締
役
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
利
益
相
反
関
係
を
回
避
す
る
た
め
に
、
取
締
役
会
は
、
三
名
以
上
の
独
立
非
業
務
執

行
取
締
役
（
小
規
模
会
社
（sm

aller com
pany

）
で
は
二
名
以
上
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
報
酬
委
員
会
（rem

uneration com
m
ittee

）

を
設
置
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｄ
．
二
．
一
）。
そ
の
権
限
は
、
取
締
役
会
の
授
権
に
も
と
づ
い
て
、
年
金
受
給
権
と
一
切
の
補
償

支
給
額
を
含
む
業
務
執
行
取
締
役
全
員
お
よ
び
会
長
の
報
酬
を
定
め
る
こ
と
に
責
任
を
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
し
、
上
級
業
務
執
行
者
の
報
酬
の
水
準

お
よ
び
構
成
に
つ
い
て
勧
告
お
よ
び
監
視
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｄ
．
二
．
二
）。
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
は
、
会
社
の
長
期
的
成
功
を

促
進
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
業
績
関
連
と
い
う
要
件
は
、
透
明
性
、
伸
縮
性
、
厳
格
性
を
も
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る

五
二
〇



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
五
一
）

（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｄ
．
一
主
要
原
則
）。
そ
の
た
め
、
報
酬
委
員
会
は
、
他
社
と
の
関
係
で
自
社
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
を
判
断
し
、
相
応
の
業
績

の
向
上
が
な
い
ま
ま
に
報
酬
水
準
を
押
し
上
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｄ
．
一
補
助
原
則
）。

こ
う
し
た
点
に
配
慮
し
報
酬
方
針
を
定
め
た
上
、
業
績
連
動
型
報
酬
、
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
等
、
報
酬
全
体
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
23
） 
小
規
模
会
社
（S

m
aller C

om
pany

）
で
は
二
名
以
上
で
あ
る
。
小
規
模
会
社
（S

m
aller C

om
pany

）
と
は
、
報
告
年
度
の
直
近
の
年
度
を

通
じ
て
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｅ
三
五
〇
以
下
で
あ
る
会
社
で
あ
り
、
こ
の
会
社
の
場
合
で
も
独
立
非
業
務
執
行
取
締
役
を
二
人
以
上
は
必
要
と
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
一
．
二
）。

（
24
） 

も
っ
と
も
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
短
い
期
間
で
入
れ
替
わ
る
と
、
十
分
な
監
査
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
取
締
役
会
は
、
取
締
役
、
特
に
非
業
務
執
行
取
締
役
が
、
彼
ら
が
取
締
役
と
し
て
そ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
必
要
と
判
断
す
る
場
合
に
、
会

社
の
費
用
で
、
独
立
性
の
あ
る
専
門
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ　

Ｂ
．
五
．

一
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） H

annigan, supra note 

（1

） p. 119.

（
26
） G

rant T
hornton, ‘C

orporate G
overnance R

eview
 2013 - ‘G

overnance steps up a gear’’ 

（2013

） （http://w
w
w
.grant-thornton.

co.uk/D
ocum

ents/F
T
S
E
-350-C

orporate-G
overnance-R

eview
-2013.pdf

）.

（
27
） 

こ
の
報
告
書
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
加
え
て
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
四
一
七
条
に
定
め
る
取
締
役
報
告
書
（business review

）
の
遵
守
状
況
も
評
価

し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
山
口
幸
代
「
英
国
会
社
法
に
お
け
る
企
業
統
治
の
基
本
理
念
」
藤
田
勝
利
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
中
の
会
社
法
改
正
』（
二
〇
一
四
年
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
28
） G

rant T
hornton, supra note 

（26

） pp. 8-10.

（
29
） Ibid., pp. 16-17.

（
30
） Ibid., p. 19.

取
締
役
全
体
の
平
均
年
齢
に
つ
い
て
は
、
四
〇
歳
以
下
や
七
五
歳
以
上
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
（
一
・
〇
％
程
度
）、
中
心
は
五
〇

〜
五
四
歳
（
二
〇
・
一
％
）、
五
五
〜
五
九
歳
（
二
二
・
〇
％
）、
六
〇
〜
六
四
歳
（
二
〇
・
三
％
）
で
あ
る
。

（
31
） Ibid., p. 22.

五
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
五
二
）

（
32
） A

ndrew
 K

eay, ‘C
om

ply or explain in corporate governance codes: in need of greater regulatory oversight ?’ 

（2014

） V
ol. 34 

N
o. 2 L

egal S
tudies p. 303.

別
の
実
証
分
析
に
よ
れ
ば
、
①
遵
守
の
有
無
は
必
ず
し
も
客
観
的
な
事
項
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
会
社

と
外
部
者
と
の
間
で
遵
守
状
況
に
つ
い
て
の
見
方
が
異
な
る
こ
と
、
ま
た
、
②
機
関
投
資
家
は
不
遵
守
の
事
例
の
詳
細
な
吟
味
や
評
価
を
行
う
よ
り

も
「
遵
守
せ
よ
さ
も
な
け
れ
ば
成
果
を
挙
げ
よ
」
と
い
う
尺
度
で
意
見
を
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
に
関
す
る
分
析
は
、
野
田
博

「『
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
』
原
則
の
考
え
方
と
現
実
と
の
乖
離
を
め
ぐ
る
一
考
察
│
英
国
の
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ

い
て
の
統
合
規
範
』
を
主
な
対
象
と
し
て
│
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
）。

（
33
） F

R
C
, T

he U
K
 S

tew
ardship C

ode 2012 

（https://w
w
w
.frc.org.uk/getattachm

ent/e2db042e-120b-4e4e-bdc7-d540923533a6/

U
K
-S

tew
ardship-C

ode-S
eptem

ber-2012.aspx

）.

（
34
） 

神
作
裕
之
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
た
内
外
の
動
向
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
│
」
商
事
法
務

二
〇
三
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
三
頁
。

（
35
） 

神
作
・
前
掲
註（
34
）一
五
頁
。

（
36
） 

「
相
当
で
な
い
理
由
」
の
説
明
と
は
、
取
締
役
が
、
単
に
社
外
取
締
役
を
「
置
か
な
い
」
理
由
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
社
外
取
締
役

を
置
く
こ
と
が
か
え
っ
て
そ
の
会
社
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
よ
う
な
事
情
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（
坂
本
三
郎
ほ
か
「
平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
の
解
説
（
Ｉ
）」
商
事
法
務
二
〇
四
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
六
頁
）。

ま
た
、
会
社
法
改
正
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
東
京
証
券
取
引
所
は
、
上
場
規
則
を
改
正
し
、
上
場
会
社
は
、
取
締
役
で
あ
る
独
立
役
員
を
少
な
く

と
も
一
名
以
上
確
保
す
る
よ
う
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
設
け
（
東
京
証
券
取
引
所
「
有
価
証
券
上
場
規
程
」
四
四
五
条
の
四
）、
平

成
二
六
年
二
月
一
〇
日
か
ら
施
行
し
て
い
る
。
同
有
価
証
券
上
場
規
程
に
定
め
る
独
立
役
員
と
は
、
一
般
株
主
と
利
益
相
反
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
な

い
社
外
取
締
役
（
会
社
法
二
条
一
五
号
）
ま
た
は
社
外
監
査
役
（
会
社
法
二
条
一
六
号
）
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
有
価
証
券
上
場
規
程

四
三
六
条
の
二
）。

（
37
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
四
年
）
三
八
四
頁（
註
6
）。

（
38
） 

坂
本
ほ
か
・
前
掲
註（
36
）三
五
頁
。

五
二
二



イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
（
大
久
保
）

（
一
二
五
三
）

（
39
） 

田
中
亘
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
検
討
│
機
関
投
資
家
の
役
割
に
つ
い
て
の
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
見
方
│
」
監
査
役

六
二
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
六
頁
。

（
40
） 
例
え
ば
、
臼
井
光
明
「
英
国
自
治
体
監
査
の
動
向
」
石
川
正
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
経
済
社
会
と
法
の
役
割
』（
二
〇
一
三
年
）
七
九
頁
。

※
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
二
六
三
八
〇
一
三
一
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

五
二
三




